
        
    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年 9 月 18 日(月・祝日) 

アットビジネスセンター東京駅 302 号室 
東京都中央区京橋 1-11-2 八重洲 MID ビル（1 階に肉のハナマサの入っているビル） 
JR 線･JR 東京駅（八重洲口）より徒歩約 6 分、都営浅草線「日本橋」駅より徒歩約 5 分、 

「宝町」駅より徒歩約 4 分、銀座線「京橋」駅より徒歩約 5 分 

銀座線・東西線「日本橋」駅より徒歩約 5 分、日比谷線「八丁堀」駅より徒歩約 8 分 

 

    ((((開場１３：１５開場１３：１５開場１３：１５開場１３：１５))))    

第一部第一部第一部第一部    （１３：３０～１（１３：３０～１（１３：３０～１（１３：３０～１5555：：：：0000０）０）０）０）    

    「改めて考えるマンションの管理運営「改めて考えるマンションの管理運営「改めて考えるマンションの管理運営「改めて考えるマンションの管理運営    ～行き詰まった時にはもう遅い～」～行き詰まった時にはもう遅い～」～行き詰まった時にはもう遅い～」～行き詰まった時にはもう遅い～」    
私共、マンション管理士も様々な管理組合さんから、ご相談をお受けしています。私共、マンション管理士も様々な管理組合さんから、ご相談をお受けしています。私共、マンション管理士も様々な管理組合さんから、ご相談をお受けしています。私共、マンション管理士も様々な管理組合さんから、ご相談をお受けしています。    

その中で、かなり深刻で解決が難しくなってしまっている事例も多々あります。その中で、かなり深刻で解決が難しくなってしまっている事例も多々あります。その中で、かなり深刻で解決が難しくなってしまっている事例も多々あります。その中で、かなり深刻で解決が難しくなってしまっている事例も多々あります。    

    今回はそのような事例を紹介しながら、本当に行き詰まる前に専門家への相談の大切さと今回はそのような事例を紹介しながら、本当に行き詰まる前に専門家への相談の大切さと今回はそのような事例を紹介しながら、本当に行き詰まる前に専門家への相談の大切さと今回はそのような事例を紹介しながら、本当に行き詰まる前に専門家への相談の大切さと    

    専門家活用の方法についてお話しいたします。専門家活用の方法についてお話しいたします。専門家活用の方法についてお話しいたします。専門家活用の方法についてお話しいたします。    

講師：講師：講師：講師：プロナーズ理事プロナーズ理事プロナーズ理事プロナーズ理事    川原川原川原川原    一守一守一守一守（マンション管理士）（マンション管理士）（マンション管理士）（マンション管理士）        

        

第二部第二部第二部第二部    （１５：（１５：（１５：（１５：1111０～１６：０～１６：０～１６：０～１６：3333０）０）０）０）    

「「「「～専門家活用法～～専門家活用法～～専門家活用法～～専門家活用法～    手遅れになる前に評価されるマンションへの道手遅れになる前に評価されるマンションへの道手遅れになる前に評価されるマンションへの道手遅れになる前に評価されるマンションへの道」」」」    
管理組合の役員さんが自分達の力で努力する管理組合の役員さんが自分達の力で努力する管理組合の役員さんが自分達の力で努力する管理組合の役員さんが自分達の力で努力するだけでは、なかなか解決しない問題を、だけでは、なかなか解決しない問題を、だけでは、なかなか解決しない問題を、だけでは、なかなか解決しない問題を、    

専門家を有効に活用して専門家を有効に活用して専門家を有効に活用して専門家を有効に活用して解決に導き、評価されるようなマンションを目指す事例を解決に導き、評価されるようなマンションを目指す事例を解決に導き、評価されるようなマンションを目指す事例を解決に導き、評価されるようなマンションを目指す事例を    

マンション管理士の視点にマンション管理士の視点にマンション管理士の視点にマンション管理士の視点に理事長さんの体験も交えて、お話しします。理事長さんの体験も交えて、お話しします。理事長さんの体験も交えて、お話しします。理事長さんの体験も交えて、お話しします。    

講師：講師：講師：講師：        プロナーズ理事プロナーズ理事プロナーズ理事プロナーズ理事    瀬下瀬下瀬下瀬下    義浩義浩義浩義浩（マンション管理士）（マンション管理士）（マンション管理士）（マンション管理士）                                                                            

管理組合法人理事長管理組合法人理事長管理組合法人理事長管理組合法人理事長    赤松赤松赤松赤松    信子信子信子信子    氏氏氏氏                                                                                                        

質疑応答（最長質疑応答（最長質疑応答（最長質疑応答（最長 16161616：：：：44440000 まで）まで）まで）まで）    

参加費用：参加費用：参加費用：参加費用：    資料代資料代資料代資料代 1,0001,0001,0001,000 円円円円////人（当日会場で申し受けます）人（当日会場で申し受けます）人（当日会場で申し受けます）人（当日会場で申し受けます）                    定定定定    員：員：員：員：    ６０名６０名６０名６０名    先着順先着順先着順先着順    
※※※※    内容、時間は主内容、時間は主内容、時間は主内容、時間は主催者側の事情で予告なく変更になることがありますので、ご了承ください催者側の事情で予告なく変更になることがありますので、ご了承ください催者側の事情で予告なく変更になることがありますので、ご了承ください催者側の事情で予告なく変更になることがありますので、ご了承ください    

主主主主    催催催催    者者者者        有限責任事業組合有限責任事業組合有限責任事業組合有限責任事業組合    マンション管理士プロフェッショナルパートナーズマンション管理士プロフェッショナルパートナーズマンション管理士プロフェッショナルパートナーズマンション管理士プロフェッショナルパートナーズ    

         〒２３１－００３３横浜市中区長者町５－７５－１スクエア長者町９０７  http://www.pro-ners.com/ 

         TEL:045-242-8417 FAX:045-242-8506 E-mail: info@pro-ners.com 
～申込方法～  下記申込書による FAX または電子メールでお申込下さい。 

           ※ プロナーズのサイト（http://www.pro-ners.com/）のセミナー告知記事の申込フォームからもお申込みできます。 

セミナー参加申込書（セミナー参加申込書（セミナー参加申込書（セミナー参加申込書（FAX:045FAX:045FAX:045FAX:045----242242242242----8506850685068506））））第第第第 12121212 回プロナーズマンション管理セミナーに参加申込を致します。回プロナーズマンション管理セミナーに参加申込を致します。回プロナーズマンション管理セミナーに参加申込を致します。回プロナーズマンション管理セミナーに参加申込を致します。    

お 名 前 
                  ＊ 該当するものに○を付けてください。             

１ 管理組合（ 理事長 ・ 役員 ・ 専門委員 ・区分所有者 ） 

２ マンション管理士 

３ その他（     ） 

ご 住 所 
   

マンション名：             

ご連絡先 
TEL：  E-mail： 

FAX： 
ご記入頂いたお名前、メールアドレスなどの個人情報は、本セミナー・相談会の出席、相談内容等の確認、及び今後、当組合が開催する催し物の 

ご案内に利用させて頂き、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することはありません。 

第第第第 12121212 回回回回    「プロナーズ」マンション管理セミナー「プロナーズ」マンション管理セミナー「プロナーズ」マンション管理セミナー「プロナーズ」マンション管理セミナー    

マンション管理士プロフェッショナルパートナーズとは？マンション管理士プロフェッショナルパートナーズとは？マンション管理士プロフェッショナルパートナーズとは？マンション管理士プロフェッショナルパートナーズとは？    

マンション管理士の起業環境の整備と事業展開の効率化をもってマンション管理士の起業環境の整備と事業展開の効率化をもってマンション管理士の起業環境の整備と事業展開の効率化をもってマンション管理士の起業環境の整備と事業展開の効率化をもって

管理組管理組管理組管理組合がマンション管理士を活用しやすい環境を構築することを合がマンション管理士を活用しやすい環境を構築することを合がマンション管理士を活用しやすい環境を構築することを合がマンション管理士を活用しやすい環境を構築することを

目的として、実際にマンション管理士として事業展開している一都三目的として、実際にマンション管理士として事業展開している一都三目的として、実際にマンション管理士として事業展開している一都三目的として、実際にマンション管理士として事業展開している一都三

県のマンション管理士が中心となって県のマンション管理士が中心となって県のマンション管理士が中心となって県のマンション管理士が中心となって 2005200520052005 年年年年 12121212 月に設立した有限月に設立した有限月に設立した有限月に設立した有限

責任事業組合（責任事業組合（責任事業組合（責任事業組合（LLPLLPLLPLLP）です。当組合が独自の研修制度により認定す）です。当組合が独自の研修制度により認定す）です。当組合が独自の研修制度により認定す）です。当組合が独自の研修制度により認定す

るマンション管理士をるマンション管理士をるマンション管理士をるマンション管理士をプロナーズ認定アドバイザープロナーズ認定アドバイザープロナーズ認定アドバイザープロナーズ認定アドバイザーといいます。といいます。といいます。といいます。 

１３：３０～ 


